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和歌山市告示第３８９－２号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できな

いので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申

出により交付する。                 

  令和５年１０月１０日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和５年１０月１０日掲示済）  

 

和歌山市告示第３９０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年１０月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年９月３０日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和５年９月１９日 

南海和歌山大学前駅周辺自転車等放置禁止区域 令和５年９月１９日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 
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原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和５年１０月１１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３９１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年１０月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び菖蒲ヶ丘

団地 

令和５年９月１９日、同月２１日、同月２２日、同

月２６日及び２７日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 
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    午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和５年１０月１１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３９２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和５年１０月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和５年１０月１３日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和５年６月１６日及び同月２４

日 

令和５年７月１２日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和５年６月２２日 令和５年７月１２日 

和歌山市内一円市道上及び

無料駐輪場 

令和５年６月２１日及び同月２８

日 

令和５年７月１２日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和５年１０月１１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３９４号 

 納税通知書を別紙の者に発送したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達ができない

ので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課に保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和５年１０月１３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 送達書類の名称 令和５年度 市民税県民税納税通知書 

（別紙省略） 

（令和５年１０月１３日掲示済）  

 

和歌山市告示第３９５号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第８２条第２項の規定による事業を廃止する旨の

届出があったので、同法第７８条及び第８５条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年１０月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
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 介護保険事

業者番号 

事業者の名称

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 

サービス

の種類 
廃止年月日 

３０７０１

０８４０６ 

株式会社生駒

管工 

めぐ美 

和歌山市松江１５５６－５８ 

居宅介護

支援 

令和５年９

月３０日 

３０７０１

０２３２６ 

和歌山高齢者

生活協同組合 

ケアセンターおたっしゃ倶楽部わかやま訪問介

護事業所 

和歌山市楠見中２４０－４９ 

訪問介護 令和５年９

月３０日 

（令和５年１０月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第３９６号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったの

で、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和５年１０月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓  

介護保険事

業者番号 

事業者の名称及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名及び住所 

事業所の名称及

び所在地 
サービスの種類 

廃止年

月日 

３０７０１

０３３７３ 

有限会社ライフパートナー 

和歌山市内原６３４－１ 

岩橋杉子 

和歌山県海南市小野田１６２０－９２ 

グループホーム

すずらん内原 

和歌山市内原６

３４－１ 

認知症対応型共

同生活介護 

令和５

年９月

３０日 

（令和５年１０月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第３９７号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年１０月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７１４

００１５８ 

株式会社ニチ

イ学館 

ニチイケアセンター海南 

和歌山県海南市名高５３４－５ ナビオ

ミカサビル２階 

予防給付型訪問

サービス 

令和５年９

月３０日 

３０７１４

０１００８ 

株式会社ニチ

イ学館 

ニチイケアセンター黒江 

和歌山県海南市船尾２１３－１ 新前田

ビル２Ｆ 

予防給付型訪問

サービス 

令和５年９

月３０日 

３０７０１

０２３２６ 

和歌山高齢者

生活協同組合 

ケアセンターおたっしゃ倶楽部わかやま

訪問介護事業所 

和歌山市楠見中２４０－４９ 

予防給付型訪問

サービス 

令和５年９

月３０日 

（令和５年１０月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第３９８号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定居宅サービスに係る指定及び第５３条第１

項本文の指定介護予防サービスに係る指定をしたので、同法第７８条及び第１１５条の１０の規定により次のと

おり告示する。 

令和５年１０月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 

サービス

の種類 
指定年月日 
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３０６０１

９１４１２ 

有限会社ハートフ

ルケア 

訪問看護ステーションはーとふる和歌山 

和歌山市福島７００－１ 

訪問看護 令和５年１

０月１日 

３０６０１

９１４０４ 

医療法人卓麻会 訪問看護ステーションあした 

和歌山市榎原２０４－１０ ストリーム

ビル１階 

訪問看護 

介護予防

訪問看護 

令和５年１

０月１日 

３０７０１

１４６２８ 

合同会社とりたん ヘルパーステーションしろ 

和歌山市園部２６５ サニーホワイト６ 

２０５号室 

訪問介護 令和５年１

０月１日 

３０７０１

１４６３６ 

合同会社優 訪問介護ステーション優 

和歌山市紀三井寺７３４番地 メゾンド

スタシオン１０１ 

訪問介護 令和５年１

０月１日 

（令和５年１０月１６日）  

 

和歌山市告示第３９９号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定地域密着型サービスに係る指定に係る

指定をしたので、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和５年１０月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称及び主たる事務所の所在

地並びに代表者の氏名及び住所 
事業所の名称及び所在地 

サービス

の種類 

指定年

月日 

３０９０１

０１７５３ 

有限会社ハートフルケア 

兵庫県川西市出在家町１番６号 

三宅圭一 

兵庫県川西市出在家町１２番８号 

定期巡回ステーションはー

とふる和歌山 

和歌山市福島７００－１ 

定期巡回

・随時対

応型訪問

介護看護 

令和５

年１０

月１日 

３０９０１

０１７６１ 

アシストラン株式会社 

和歌山県岩出市中黒５０番地８ 

高崎晃弘 

和歌山県岩出市中黒５０番地８ 

より処デイサービス塩屋 

和歌山市塩屋３丁目２－２

１ 

地域密着

型通所介

護 

令和５

年１０

月１日 

３０９０１

０１７７９ 

ベストコンダクター合同会社 

和歌山市木ノ本６８７－２２ 

車田揮一 

和歌山市木ノ本６８７－２２ 

てんまりてんてん 

和歌山市西浜１４０７－１ 

地域密着

型通所介

護 

令和５

年１０

月１日 

（令和５年１０月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第４００号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和５年１０月１６日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者の名称又

は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７０１

１４６３６ 

合同会社優 訪問介護ステーション優 

和歌山市紀三井寺７３４番地 

メゾンドスタシオン１０１ 

予防給付型訪問

サービス 

令和５年１

０月１日 

（令和５年１０月１６日掲示済）  
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【 公 告 】 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。            

令和５年１０月３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和５年９月２９日 

和建指第２７３０号 

和歌山市粟字重道ノ坪

１５７番３、２２１番

２、２３３番３ 

和歌山市狐島５０８番地 

三幸建設株式会社 

代表取締役 島本義久 

６．００ｍ×７６．２８ｍ 

７６．２８ｍ 

（令和５年１０月３日掲示済）  

 

和歌山市和歌山大学前駅周辺土地区画整理事業の事業計画変更を認可したので、土地区画整理法（昭和２９年

法律第１１９号）第３９条第４項の規定により、次のとおり公告します。 

令和５年１０月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 組合の名称 和歌山市和歌山大学前駅周辺土地区画整理組合 

２ 事務所の所在地 和歌山市中６３６番地の３ 

３ 設立認可年月日 平成１２年８月４日  

４ 施行地区 和歌山市中の一部 

５ 事業施行期間 平成１２年８月４日から令和１０年３月３１日まで 

６ 変更認可の年月日 令和５年１０月３日 

（令和５年１０月６日掲示済） 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和５年１０月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市木ノ本字今善堀１４０番の一部、１４１

番、溝渠 

和歌山市太田２丁目８番１１号 

株式会社幸福建設 代表取締役 𠮷田梨絵 

（令和５年１０月１０日掲示済）  

 

土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第３項の規定によ

り公告する。 

  令和５年１０月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

和歌山市野崎字崎中２４９番１ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 
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  １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

 和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の

確認を得ずに調査を行う。 

（令和５年１０月１１日掲示済）  

 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第４項の規定によ

り公告する。 

  令和５年１０月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

和歌山市野崎字破瀬折５１番１０ 

  和歌山市野崎字崎中２２５番２ 

  和歌山市野崎字崎中２２５番３ 

  和歌山市野崎字崎中２４９番３ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人 

４ 筆界案の作成者 

 和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の

確認を得ずに調査を行う。 

（令和５年１０月１１日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和５年１０月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市北出島字小手代８９番１、９５番１、９５

番４、９５番５、９５番６、９５番７、９５番８、

９５番９、９６番１、里道、水路 

和歌山市太田２丁目８番１１号 

株式会社幸福建設 

代表取締役 𠮷田梨絵 

和歌山市有本字城ノ前５１６番２２、５１９番３、

５２０番２、５２３番４、５２６番１、５２６番２ 

和歌山市有本１４３番地１ 

和歌山中央医療生活協同組合 

代表理事 古田光明 

（令和５年１０月１６掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 
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和歌山市選挙管理委員会告示第６５号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和５年１０月６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和５年１０月１６日（月）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

選挙人名簿から抹消するについて 

                            （令和５年１０月６日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 告 示 】 

 

和歌山市教育委員会告示第１９号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和５年１０月１０日 

                                   和歌山市教育委員会      

                                   教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和５年１０月１２日（木） 午後６時から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）９月定例市議会について 

（２）令和６年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜実施要項について 

（３）令和５年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書（案）について 

（４）和歌山市立幼稚園教頭候補者選考検査実施について 

（５）令和５年度和歌山市川端龍子賞等の選考委員について 

（６）その他 

（令和５年１０月１０日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 公 告 】 

 

令和６年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜を実施するので公告する｡ 

  令和５年１０月１６日 

                                   和歌山市教育委員会 

                                   教育長  阿 形 博 司    

令和６年度和歌山市立和歌山高等学校入学者選抜実施要項 

１ 課程、学科及び学科定員 

（１）全日制課程 総合ビジネス科 １６０名、デザイン表現科 ４０名、普通科 ６０名 

（２）定時制課程 ビジネス実践科 ４０名、ビジネス情報科 ４０名 

２ 一般選抜 

（１）募集定員 
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    学科定員に同じ。（ただし、総合ビジネス科の募集定員はスポーツ推薦の１５名程度を含む。） 

（２）出願受付期間 

  ア 一般出願 

令和６年２月２１日（水） 午前９時から午後４時まで 

令和６年２月２２日（木） 午前９時から午後３時まで 

  イ 本 出 願 

令和６年３月４日（月） 午前９時から午後４時まで 

令和６年３月５日（火） 午前９時から午後３時まで 

    （一般出願を行ったものは、本出願で１回に限り出願先を変更することができる。） 

（３）出願受付場所 

和歌山市立和歌山高等学校（ただし、一般出願の受付場所・時間については、別途通知する。） 

（４）検査日時 

   学力検査 令和６年３月１１日（月） 午前９時から 

   面接・実技検査等 令和６年３月１２日（火） 午前９時から 

（５）実施場所 

   和歌山市立和歌山高等学校 

（６）検査内容等 

  ア 全日制の課程  

総合ビジネス科 学力検査 

デザイン表現科 学力検査、実技（簡単な素描） 

普通科 学力検査 

  イ 定時制の課程  

ビジネス実践科 学力検査、面接（個人面接）、作文（６００字程度） 

ビジネス情報科 学力検査、面接（個人面接）、作文（６００字程度） 

  ウ 定時制課程において満２０歳以上特別措置を実施する。 

（７）学力検査教科と配点 

ア 国語、社会、数学、理科及び外国語（英語（リスニングテストを含む。））各５０分 

イ 配点 各教科１００点満点とする。（５００点満点） 

 ただし、普通科は国語、数学及び英語の得点を２倍する傾斜配点を行う。（８００点満点） 

（８）傾斜評価 

  デザイン表現科 美術の評定を２倍する。 

  普通科 国語、数学及び英語の評定を２倍する。 

（９）合格者の発表場所 

和歌山市立和歌山高等学校 

（１０）合格者の発表日時 

  令和６年３月１９日（火）午前１０時 

３ スポーツ推薦 

（１）学科、募集人数等 

ア 総合ビジネス科において実施 

イ 硬式野球（男子）１０名程度、 

ソフトボール（女子）とバスケットボール（女子）の２種目合わせて５名程度 

（２）出願受付期間及び場所 

一般選抜に同じ。（ただし、本出願での志望先の変更はできない。） 

（３）検査日時及び場所 

一般選抜に同じ。 

（４）検査内容 
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   学力検査、面接（集団面接）及びスポーツ実技を実施する。 

  スポーツ実技検査内容 

競技スポーツ名 共通実技 種目別実技 

硬式野球 

（男子） 

① 反復横とび 

 

② ハンドボール投げ 

① 捕球 

② ティーバッティング 

③ ベースランニング 

（雨天時は体育館にて③とシャトルランを実施） 

ソフトボール 

（女子） 

① キャッチボール 

② ロングティー 

③ ピッチングまたは捕球・返球 

（雨天時は体育館にて①②③を実施） 

バスケットボール

（女子） 

① 対面パス 

② ドリブルシュート 

③ シュート（５か所） 

（５）学力検査教科及び配点 

  一般選抜に同じ。 

（６）傾斜評価 

  保健体育の評定を２倍する。 

（７）合格者の発表場所及び日時 

  一般選抜に同じ。 

４ 追募集 

（１）学科及び募集人数 

合格者が募集定員に満たない学科について実施する。 

（２）出願受付期間 

令和６年３月２５日（月）午前９時から午後４時まで 

（３）出願受付場所 

和歌山市立和歌山高等学校 

（４）検査日時 

令和６年３月２７日（水）午前９時から 

（５）実施場所 

和歌山市立和歌山高等学校 

（６）検査内容等 

  ア 学力検査 

   総合問題（６０分、１００点満点） 

 イ 面接（個人面接）、定時制のみ作文（６００字程度） 

学力検査終了後実施 

（７）合格者の発表場所 

和歌山市立和歌山高等学校 

（８）合格者の発表日時 

令和６年３月２９日（金）午前１０時 

５ 問い合わせ先 

  〒６４０－８５１１ 和歌山市七番丁２３番地  

            和歌山市教育委員会学校教育部学校教育課 

            電話番号 ０７３（４３５）１１９６ 

（令和５年１０月１６日掲示済）  
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【 農 業 委 員 会 公 告 】 

 

 和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和５年１０月４日 

  和歌山市農業委員会     

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和５年１０月１０日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１）農用地区域除外に係る意見について 

（２）和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

（３）農地法第３条の規定による許可申請について 

（４）農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（５）農用地利用集積計画について 

（令和５年１０月４日掲示済）  

 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条第１項の規定に基づき、

同法による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「旧法」という。）第１８条第１

項の農用地利用集積計画を定めたので、旧法第１９条の規定により公告する。 

 なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。 

  令和５年１０月１０日 

  和歌山市農業委員会     

会長  谷 河  績    

（令和５年１０月１０日掲示済）  

  

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第３１号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事

業者として指定を受けた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７条第

１号の規定により告示する。 

令和５年１０月１１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市内原９９２番地１０ 

隼総建株式会社 

代表取締役 田出信也 

隼総建株式会

社 

和歌山市内原９９２

番地１０ 

令和５年９月５日 第６３７

号 

和歌山県有田市千田４８－３ 

株式会社堀江建設 

代表取締役 堀江孝典 

株式会社堀江

建設 

和歌山県有田市千田

４８－３ 

令和５年９月２５

日 

第６３８

号 

（令和５年１０月１１日掲示済）  
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 和歌山市企業局告示第３２号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事業

者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７

条第２号の規定により告示する。 

令和５年１０月１１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

大阪府貝塚市名越８７８番地 

有限会社ワキタ総合 

代表取締役 脇田淳一 

有限会社ワキ

タ総合 

大阪府貝塚市名

越８７８番地 

 

令和５年９

月４日 

第５２３

号 

和歌山県海南市七山１９番地の５３ 

株式会社中谷商店 

代表取締役 中谷真也 

株式会社中谷

商店 

和歌山県海南市

七山１９番地の

５３ 

令和５年９

月７日 

第４８０

号 

三重県熊野市井戸町３６１の８ 

株式会社村田水道工業所 

代表取締役 村田憲一 

株式会社村田

水道工業所 

三重県熊野市井

戸町３６１の８ 

 

令和５年９

月２５日 

第４５１

号 

和歌山市口須佐１５８番地の８ 

株式会社宮﨑建設 

代表取締役 宮﨑浩二 

株式会社宮﨑

建設 

 

和歌山市口須佐

１５８番地の８ 

 

令和５年９

月２５日 

第５２１

号 

和歌山市冬野１５２６番地１ ３－１号 

プランニング設備峠 

代表者 峠 光弘 

プランニング

設備峠 

和歌山県紀の川

市貴志川町北１

２９６番地８ 

令和５年９

月２６日 

第５２５

号 

和歌山市中島５２６番地 

松浦舗道建設株式会社 

代表取締役 松浦良暢 

松浦舗道建設

株式会社 

和歌山市中島５

２６番地 

令和５年９

月２８日 

第５０５

号 

和歌山市和佐中１０３－８ 

信明設備 

代表者 石部信行 

信明設備 和歌山市和佐中

１０３－８ 

令和５年９

月２８日 

第４６３

号 

（令和５年１０月１１日掲示済）  

 

和歌山市企業局告示第３３号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事業者か

ら事業の廃止の届出があったので、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７

条第３号の規定により告示する。 

令和５年１０月１１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 廃止届出年月日 登録番号 

大阪府大阪市港区磯路３丁目２４番１

１号 

株式会社グローウィンオール 

代表取締役 宮崎泰任 

株式会社グロ

ーウィンオー

ル 

大阪府大阪市港

区磯路３丁目２

４番１１号 

 

令和５年９月７

日 

第５８５

号 

和歌山市西浜３丁目７番１４号 

株式会社テクノシンワ 

代表取締役 東出美千子 

株式会社テク

ノシンワ 

和歌山市西浜３

丁目７番１４号 

令和５年９月１

１日 

第２１２

号 

和歌山県有田市千田４８－３ 

堀江建設 

堀江建設 和歌山県有田市

千田４８－３ 

令和５年９月２

５日 

第５６２

号 
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 代表者 堀江孝典     

（令和５年１０月１１日掲示済）  

 

【 消 防 局 訓 令 】 

 

消防局訓令第９号 

防火胸章規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和５年１０月１６日 

和歌山市消防局長  𠮷 野 楠 哉    

防火胸章規程の一部を改正する規程 

 防火胸章規程（平成１３年消防局訓令第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「和歌山市消防吏員（以下「消防吏員」という。）」を「消防職員」に改める。 

 第３条から第５条までを次のように改める。 

 （形状等） 

第３条 防火胸章は火災予防運動胸章、一般防火胸章及び年末火災特別警戒胸章の３種類とし、素材、形状、寸

法等は別図のとおりとする。 

 （着用） 

第４条 消防職員は、和歌山市消防吏員服装規程（平成７年消防局訓令第５号）第３条第１号に規定する正規の

服装を着用する場合であって、次に掲げるときに防火胸章を着用するものとする。 

（１）火災予防運動胸章は、春及び秋の火災予防運動の期間 

（２）一般防火胸章は、市民防火の日 

（３）年末火災特別警戒胸章は、年末火災特別警戒の期間 

（４）前各号に掲げるときのほか、消防局長又は消防署長が必要と認めるとき。 

２ 前項に規定する場合にかかわらず、消防局長又は消防署長は、消防吏員が正規の服装以外の服装を着用する

場合であっても防火胸章の着用を命ずることができる。 

 （着用位置） 

第５条 防火胸章は、名札の上部に着用するものとする。ただし、名札の上部に着用し難い場合又は名札を着用

しない場合は、左胸部に着用するものとする。 

 別図を次のように改める。 

別図（第３条関係） 

火災予防運 

動胸章 

色 台地は赤色、文字は白色とする。 

和びっとちゃんの肌は薄桃色、制服及び制帽は紺色、消火器

は朱色、のぼりは台地が白地で「火の用心」の文字は赤色、

「和歌山市消防局」の文字は黒色とする。 

 地質 金属製プレートを印刷式台紙及び合成樹脂製フィルムで抱擁

したものとする。 

 製式 寸法及び形状は次のとおりとする。 
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一般防火胸 

章 

色 台地は山吹色、文字は「防火」、「絆」及び「火災」の文字

は赤色、それ以外の文字は黒色とする。 

ツツジの花弁は桃色、葉は緑色、和びっとちゃんの肌は薄桃

色、防火服は紺色、防火帽は銀色、消防ポンプ自動車は朱色

とする。 

 地質 金属製プレートを印刷式台紙及び合成樹脂製フィルムで抱擁

したものとする。 

 製式 寸法及び形状は次のとおりとする。 

  

年末火災特 

別警戒胸章 

色 台地は白色、文字は「火災」の文字は赤色、それ以外の文字

は黒色とする。 

和歌山市消防局のエンブレムは、橙色を基調とし、エンブレ

ム上部には濃紺色の帯に黄色の文字で消防局名を表示し、エ

ンブレム中央部には銀色の消防章及び金色の桜葉章を表示す

る。 

 地質 金属製プレートを印刷式台紙及び合成樹脂製フィルムで抱擁

したものとする。 

 製式 寸法及び形状は次のとおりとする。 

  

   附 則 

７５ミリメートル 

２５

ミリ

メー

トル 

７５ミリメートル 

２５

ミリ

メー

トル 

７５ミリメートル 

２５

ミリ

メー

トル 
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  この規程は、令和５年１１月１日から施行する。 

（令和５年１０月１６日掲示済）  

 

【 そ の 他 】 

 

 和歌山市議会議員として４年以上在職した元議員に対し、令和５年１０月４日、和歌山市元議会議員礼遇規程

（昭和４４年達第１号）の定めにより礼遇き章及び証書を贈呈した者は、次のとおりです。 

令和５年１０月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

（令和５年１０月４日掲示済）  


